










129

  
 

が提案された。また、固定資産を取得する使途制限を付して他組織に対して行った寄付も、

投資活動ではなく事業活動に区分される。これらは、非営利組織の本来的活動であり、活

動計算書上も「事業」に区分されている。非営利組織の特性を反映して、企業会計とは異

なる区分が求められることとなる。これらの変更により、活動計算書の事業区分と CF 計

算書の区分は整合的になる。 
直接法の導入や区分の変更により、企業会計実務とのかい離が大きくなるとのコメント

もある。また、直接法の強制はコストが便益を上回るとか、直接法を導入するにしても企

業会計において同様の提案がなされてからにすべきとのコメントも寄せられている。 
この結果、改訂提案において示された直接法への一本化は、ASU においては見送られた。

また、CF の区分方法の変更は引き続き検討されている。もっとも、FASB はこれまでも直

接法への一本化の提案を複数回行っており、現在でも非営利組織会計の改訂プロジェクト

は継続していることから、今後も直接法の一本化への含みを残している。 
⑶ 流動性に関する情報開示 

流動性に関する開示は非営利組織にとって重要であり、様々な情報の開示が求められる。

改訂提案では、組織の流動性を判断するのに必要な次のような情報の説明を求めている。 
・金融資産の合計額 
・様々な制約から非営利組織が期間内に支払うことができない金額 
・金融負債の合計額 
非営利組織や寄付者をはじめとする多くの利害関係者にとっても存続可能性は重要であ

る。改訂提案の中でも、「流動性（liquidity）」という用語は繰り返し登場する。米国では、

新たな非営利組織が多く生まれる一方、淘汰されていく組織も多い。そこで、様々な利害

関係者の立場から流動性に関する情報開示の充実が要請されているようである。 
 

Ⅳ 我が国への示唆と今後の展望 

改革プロジェクトでは、非営利組織の流動性や活動内容に関する開示を向上させる方法
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務諸表上の表示だけではなく、注記等の補足説明の充実を意図したものとなっている。本

表の詳細化は避ける一方、注記情報が大幅に拡充される見通しである。なお、FASB では

これらの改革は従来の実務の「変更」というよりも、これまでの実務や考え方を基本とし

た「改善」であるとしている。 
非営利組織においては利益数値が唯一の指標とならない分、財務諸表における表示項目

  
 

な資産運用を行う非営利組織では、専属の運用担当者を雇用していることもあれば、外部

の運用会社に運用を委託していることもある。運用担当者を自社で雇用するか、外部の運

用会社を利用するかによっても、経済的実質はそれほど変わらないにもかかわらず、財務

諸表上の表示は異なることがある。この結果、投資収益の組織間の比較可能性は十分でな

かった。 
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が開示のベネフィットを上回るのではないかとの意見が寄せられている。 
 

３ 流動性に関する情報の充実（キャッシュ・フロー計算書を中心に） 

⑴ キャッシュ・フロー計算書の直接法への一本化 
非営利組織の流動性に関する情報開示の改善は、本プロジェクトの重要な目的と位置付

けられている。そして、キャッシュ・フロー計算書（以下「CF 計算書」という。）をはじ

めとする各種情報の拡充が求められている。ASC 958－230－55－５では、非営利組織の

CF 計算書での事業活動による CF（以下「事業 CF」という。）の表示について直接法と間

接法の双方が認められている。これに対して新提案では、直接法のみとなる。直接法によ

り、組織の事業内容がより明確になる。また、活動計算書における事業費用と、CF 計算書

における事業 CF とを連動させる形で、両計算書の関係を分かりやすい形で表示すること

が意図されている。 
これまでの実務では間接法が多かったため、非営利組織には直接法に切り替えることに

よるコストが生じる。FASB は、非営利組織ではこれまでも収支計算を重視してきたこと、

GASB（Governmental Accounting Standards Board：政府会計基準審議会。米国の州地

方政府の会計基準を設定する機関。）の対象となる政府系非営利組織においては、GASB の

基準書第 34 号により従前から直接法による CF 計算書が義務付けられていることからみ

ても、追加的なコストは限定的であるとしている。 
⑵ CF の区分方法の変更 

ASC 230－10－45－10 では、CF を「事業活動」、「投資活動」、「財務活動」の３つに区

分する。非営利組織における特定の活動を、どこに区分するかについての変更が提案され

ている。たとえば、固定資産を取得するという寄付者からの意図を持った現金による寄付

は、これまでは財務活動として区分されていたが、これに代わり事業活動に区分すること
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部分もあり、引き続き動向を注視していくことが必要である。また、米国では、GASB に

おいて、2015 年９月に州・地方政府の財務報告の改革プロジェクトが開始されることが公

表された。AICPA においても、2015 年に非営利組織部会が立ち上がり、非営利部門の専

門家の認証を行うプログラム（Not-for-Profit Entities Certificate Program）も始まり、

今後の動きが注目される。 
今回の改訂を通してみると、全般的には情報開示の充実を進めているものの、企業会計

に近づく部分もあればそうでない部分もある。CF 計算書における区分や一部の注記につ

いては、企業会計とは異なる規定が検討されていた。非営利組織会計は企業会計に近づく

方向に向かうのだろうか、それともより独自性を強調する方向に向かうのであろうか、今

後の展開に注目したい。 
なお、改訂は以上に限られないが、そのすべてを検討することは不可能であった。そし

て、新基準適用後の財務諸表の実例などはまだ公表されていないが、これらについても、

別稿にて詳しく検討したい。 
 

【主要参考文献】 
（洋文献） 
AAA [1966] “A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT).” 
AICPA [2015] “2015 Not-for-Profit Entities Industry Developments.” 
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FASB [2013] “Not-for-Profit Advisory Committee Charter.” 
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の区分や注記等による情報開示が企業会計以上に重要であろう。我が国では財務諸表本表

や会計処理の検討が中心となり、注記に対する検討には比重が置かれていない。現在我が

国の社会福祉法人や学校法人等でも全般的な会計基準の改訂が行われているが、注記の充

実や非営利特有の論点の会計処理等については学ぶべき点も多い。 
個別の内容を見ると、純資産の区分については我が国への影響も大きいものと思われる。

我が国では、公益法人会計基準において一般正味財産と指定正味財産の２区分が採り入れ

られている。平成 16 年の公益法人会計基準改正前に、純資産を３区分する議論はあった

ものの、実行可能性（それまで純資産を区分してこなかったことからの実務上の煩雑性や、

永久拘束と一時拘束を区分することの難しさ）の問題もあり２区分となった。その方針は

平成 20 年基準においても踏襲されている。 
NPO 法人会計基準では、純資産を２区分するほか、区分しないことも許容している。非

営利組織会計の共通的枠組みの構築を見据えた日本公認会計士協会[2013]は、純資産の３

区分を提案している。３区分では、組織が維持すべき部分と日々の運営に関連する部分と

の区分を意図しているように思われる。このよう中で、純資産の２区分に向けて舵を切っ

た米国の動向が我が国に与える影響が注目される。また、川村（2010）にもあるように２

区分であっても、非営利組織のフローの性質を区分することはある程度可能であり、３区

分と２区分との相違について検討が必要と考える。前述の通り、２区分とした場合でも、

注記によりストック情報の開示は補足することができる。一方、活動計算書のフローにつ

いては２区分と３区分とで数値や意味が大きく異なってくる。この情報内容の違いがもた

らす意味については、今後検討していきたい。 
費用の区分に関して言えば、馬場・五百竹・石田 [2014] の NPO 法人に対するアンケー

ト調査では、費用の機能別と性質別の分類いずれが望ましいかとの問いに対し、約７割が

性質別の分類が望ましいと回答している。非営利組織における費用の区分は、我が国では

公益認定との関係もあり「事業費」と「管理費」の区分に焦点が当たっているが、機能別

か性質別かという軸についても十分に議論していく必要があろう。 
CF 計算書については、現在我が国で CF 計算書を作成する非営利組織は限定的である

が、独立行政法人のように直接法による作成が求められている例も存在する。収支を明ら

かにするだけではなく、活動状況を適切に示す区分が求められる。我が国では、CF の区分

に関する検討は進んでいないが、非営利組織の活動をよりよく反映するよう、企業会計と

は異なる区分を視野に入れたうえで今後の検討を進める必要があろう。 
本稿で述べてきた改訂提案は、関係者から賛同が得られた項目が多いことから、今後基

準設定の動きが具体化していくこととなろう。もっとも、注記等を中心に反対意見が多い
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第 2 章 

 

英国チャリティの財務報告制度構造 

古庄 修（日本大学） 
Ⅰ はじめに 

筆者は、『非営利法人研究学会誌』第 16 号（2014 年）において、英国における財務報

告制度の再編成に係る議論を踏まえて、「総体としての財務報告制度において非営利組織

（英国では公益目的事業体（Public Benefit Entities, PBE）と総称される。）の会計の位

置づけ、そして営利企業の会計との連係が絶えず議論されてきた」（古庄［2014］36 頁）

これまでの経緯と到達点に注目し、その経路依存性を相対化して捉えることにより、

日本の非営利組織に係る会計基準の統一の必要性の是非およびその可能性について

考察した。  
今般の英国における財務報告制度の再編成の主眼は、英国会社法上適用される一般に認

められた会計原則（以下「英国 GAAP」という。）が国際会計基準（IFRS）とともに財務

報告制度に併存するいわゆるダブル・スタンダードを回避することにあった。そこでは

IFRS の肯定的な受容と統合をその出発点としながら、中小企業向け IFRS（IFRS for 
SME）をベースに、これに調整を加えて英国 GAAP を再編成した点に特徴があることを

説明した。 
だが、財務報告基準（FRS）第 102 号「英国およびアイルランド共和国において適用可

能な財務報告基準」の公表時点ではその全容が明らかにされていなかったチャリティ

（charities）に適用される実務勧告書（SORP、以下「チャリティ SORP」という。）につ

いては、上記拙稿においてその改訂に係るいくつかの課題を指摘するにとどまり、

当該 SORP の性格や適用範囲および FRS 第 102 号との相互関係等については言及

しなかった。  
英国の非営利組織の会計基準は、財務報告評議会（FRC）が公表した FRS 第 102 号が

営利企業と共通して適用されることになるが、それだけで完結しているわけではない。特

に、非営利組織たる PBE に対しては、当該事業体ごとに適用される具体的な会計上の実

務指針として、チャリティ SORP が設定されている。つまり、英国では、中核的な会計枠

組みを会計基準設定主体たる FRC が形成し、個別の会計上の取扱いについては非営利組

織の各所轄機関が SORP を設定している。チャリティ SORP については FRC による確認

―会計実務において基本的に認められないような会計基準間の矛盾がないことを確保す

るための限定的なレビュー（筆者注）―のプロセスを通じて、企業会計基準を基軸として
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し2、当該基準の開発に向けた基礎的な検討として、非営利組織に共通する「会計枠組み構 
築」の必要性を踏まえて 11 の論点3を示しているが（日本公認会計士協会 [2013]）、ここ

では次のふたつの指摘に注目したい。 
ひとつは、企業会計との関係をどのように考えるか。JICPA は、財務報告の枠組みを①

企業会計から独立して構築するアプローチと、②企業会計と共有するアプローチ、のふた

つを取り上げ、各々の利点と課題を明示している（日本公認会計士協会 [2015]）。そのう

えで、非営利組織における財務報告目的を達成するための一貫した枠組みを構築すること、

基準の範囲を明確にすることで非営利組織による会計基準の一貫した適用を担保する観

点から、非営利組織における財務報告の基礎概念および会計基準が単独で成立するように、

JICPA は企業会計の枠組みとは独立して構築することが望ましいと、上記①のアプローチ

の優位性を強調している。また、この場合、非営利組織会計の基礎概念と会計実務規範と

しての会計基準をひとつの文書にまとめて公表することにより、財務諸表の作成者および

利用者にとって有用性を高め、効率的かつ迅速な対応が可能になるとしている（日本公認

会計士協会 [2015] 23-29 頁）。 
もうひとつは、特に小規模組織に適用する会計基準をどのように設定するか。JICPA は、

小規模組織にはその会計実務能力に制約があり、かかる状況に対応する観点から、小規模

組織には簡便な取扱いを具体的に定め、単独で利用可能な会計基準を設定するアプローチ

が望ましいと論じている。しかし、その場合であっても概念フレームワークにおける基礎

概念や原則的な会計処理方法を定める会計基準との整合性を確保しながら、個別の会計処

理については実務上の負担を軽減するための方法を検討することにより簡便な取扱いを

定めていくべきとしている（日本公認会計士協会 [2015] 29-32 頁）。 
以下では、非営利組織会計の基礎を形成する概念フレームワークおよび会計実務規範と

しての会計基準は企業会計と共有すべきか、あるいは独立すべきか、また、非営利組織の

規模に配慮して小規模組織に適用される会計基準を別途設定すべきか、もし必要であるな

らばどのような会計基準が望ましいのか、こうしたふたつの論点のうち、本稿は第一の論

                                                  
2 「モデル会計基準」とは、日本において各法人制度上の会計基準が改訂される場合や開

発される場合にモデルとなる会計基準を意味する。モデル会計基準の存在により、各法人

個別の会計基準間の整合性が高まることが期待でき、一連の収斂プロセスを通じて将来的

には、会計基準の共通化に繋げることができるとされる。 
3 11 の論点とは、以下のとおりである。①非営利組織の範囲、②財務報告の目的、③概

念フレームワークおよび会計基準の体系、④財務諸表の構成要素と認識・測定、⑤収益の

認識、⑥固定資産の減損、⑦金融資産の評価、⑧純資産と使途制約のある資源の表示、⑨

連結情報の開示、⑩組織の結合、⑪事業報告と活動実績の開示 
  

 

相互の整合性が図られているが、個別の会計上の取扱いについて当該 SORP において企業

会計の場合とは異なる取扱いも許容されている（梶川・森 [2013] 20 頁）。 
本稿は、日本公認会計士協会（JICPA）の研究報告に依拠して、非営利組織の「会計枠

組み構築」のためのアプローチからふたつの論点、すなわち①企業会計との会計基準の共

有、および②小規模チャリティに対する会計基準の適用を析出したうえで、特に①の論点

を踏まえて、英国において再編成されたチャリティの新たな財務報告制度、すなわち FRS
第 102 号―PBE の会計―チャリティ SORP―の構造と相互関係について説明したい。 

 
Ⅱ FRS 第 102 号とチャリティ SORP の相互関係と制度構造 

１ 「会計枠組みの構築」のためのアプローチとふたつの論点 

JICPA は、非営利組織に対する民間からの資源提供を強化し、自立した経営を促す仕組

みが必要であり、その一環として、法人形態を超えて幅広いステークホルダーのニーズに

応え得る共通の「会計枠組み構築」の必要性を提唱した（日本公認会計士協会[2013]）。 
すなわち、JICPA は、非営利組織が自立性ならびに自律性を高め、説明責任を果たす必

要からディスクロージャーの意義を認めたうえで、日本の非営利組織の会計基準は法人形

態ごとに異なるため、各法人の会計基準に精通していなければ横断的理解が難しい状況を

捉えて、各法人が共有しうる会計基準を設定する必要性を提起するものである。 
かかる観点から、JICPA は、非営利法人に共通の概念フレームワーク―会計基準―法人

個別の会計指針により階層的に構築されると考えられる会計枠組みを想定して、当該枠組

みの構築に向けて、①基本枠組み共有アプローチ、②モデル会計基準間開発アプローチ、

③会計基準共通化アプローチへの段階的な会計基準の開発と制度対応を進めていくこと

を提案した（日本公認会計士協会 [2013]）1。 
また、JICPA は、このような議論を発展させて、特に「モデル会計基準」の開発を提唱

                                                  
1 ①基本枠組み共有アプローチは、非営利法人の会計の基本的枠組みを共有し、法人形態

別の会計基準においてはかかる枠組みと整合性を確保しうるように開発や改訂を目指すと

いうものである。②モデル会計基準の開発アプローチにおいては、会計の基本的枠組みを

共有し、これを基礎として、非営利法人向けモデル会計基準の開発を志向するものである。

だが、この段階では法人形態別の会計基準も存在し、「モデル会計基準」との整合性を確

保することにより、各法人間の相違が徐々に取り除かれていくことが想定されているもの

と思われる。③会計基準共通化アプローチは、研究報告が目指す中長期的な到達点であり、

会計の基本的枠組み、換言すれば非営利法人が共有しうる概念フレームワークを基礎とし

て、非営利法人に横断的な会計基準を設定し、このような重層的な共通化作業を通じて、

各法人特有の会計問題については別途、指針等を作成し、あるいは開示上は注記等で対応

することが想定されている。 
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し2、当該基準の開発に向けた基礎的な検討として、非営利組織に共通する「会計枠組み構 
築」の必要性を踏まえて 11 の論点3を示しているが（日本公認会計士協会 [2013]）、ここ

では次のふたつの指摘に注目したい。 
ひとつは、企業会計との関係をどのように考えるか。JICPA は、財務報告の枠組みを①

企業会計から独立して構築するアプローチと、②企業会計と共有するアプローチ、のふた

つを取り上げ、各々の利点と課題を明示している（日本公認会計士協会 [2015]）。そのう

えで、非営利組織における財務報告目的を達成するための一貫した枠組みを構築すること、

基準の範囲を明確にすることで非営利組織による会計基準の一貫した適用を担保する観

点から、非営利組織における財務報告の基礎概念および会計基準が単独で成立するように、

JICPA は企業会計の枠組みとは独立して構築することが望ましいと、上記①のアプローチ

の優位性を強調している。また、この場合、非営利組織会計の基礎概念と会計実務規範と

しての会計基準をひとつの文書にまとめて公表することにより、財務諸表の作成者および

利用者にとって有用性を高め、効率的かつ迅速な対応が可能になるとしている（日本公認

会計士協会 [2015] 23-29 頁）。 
もうひとつは、特に小規模組織に適用する会計基準をどのように設定するか。JICPA は、

小規模組織にはその会計実務能力に制約があり、かかる状況に対応する観点から、小規模

組織には簡便な取扱いを具体的に定め、単独で利用可能な会計基準を設定するアプローチ

が望ましいと論じている。しかし、その場合であっても概念フレームワークにおける基礎

概念や原則的な会計処理方法を定める会計基準との整合性を確保しながら、個別の会計処

理については実務上の負担を軽減するための方法を検討することにより簡便な取扱いを

定めていくべきとしている（日本公認会計士協会 [2015] 29-32 頁）。 
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2 「モデル会計基準」とは、日本において各法人制度上の会計基準が改訂される場合や開

発される場合にモデルとなる会計基準を意味する。モデル会計基準の存在により、各法人
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連結情報の開示、⑩組織の結合、⑪事業報告と活動実績の開示 
  

 

相互の整合性が図られているが、個別の会計上の取扱いについて当該 SORP において企業
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第 102 号―PBE の会計―チャリティ SORP―の構造と相互関係について説明したい。 

 
Ⅱ FRS 第 102 号とチャリティ SORP の相互関係と制度構造 

１ 「会計枠組みの構築」のためのアプローチとふたつの論点 
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1 ①基本枠組み共有アプローチは、非営利法人の会計の基本的枠組みを共有し、法人形態

別の会計基準においてはかかる枠組みと整合性を確保しうるように開発や改訂を目指すと

いうものである。②モデル会計基準の開発アプローチにおいては、会計の基本的枠組みを

共有し、これを基礎として、非営利法人向けモデル会計基準の開発を志向するものである。

だが、この段階では法人形態別の会計基準も存在し、「モデル会計基準」との整合性を確

保することにより、各法人間の相違が徐々に取り除かれていくことが想定されているもの

と思われる。③会計基準共通化アプローチは、研究報告が目指す中長期的な到達点であり、
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源を提供する支援者が存在し、当該支援を受けて公衆、地域社会、または社会的便益のた

めに財やサービスを提供し、特定の剰余が生じた場合でもあくまでも当該目的のために消

費する組織であると定義される。PBE の定義によれば、チャリティ・カンパニーを含む英

国チャリティのほか、登録公共住宅協会（registered social landlords）、大学等を含む継

続・高等教育機関（further and higher education）、さらに出資型の非営利法人であるコ

ミュニティ利益会社（CIC）等が含まれる。PBE には日本における非営利法人のみならず、

広く社会的企業（social enterprise）が包含されることになる7。 
PBE の会計を網羅した FRS 第 102 号の公表に至る経緯と到達点は、英国における民間

非営利組織の会計基準設定をめぐる問題が、IFRS との共通化（コンバージェンス）に直

面する財務報告制度全体の枠組みを構想するなかで提起されてきたことを明示している。

PBE の会計における IFRS の適用の在り方については当初から重要な課題であったが8、

最終的には、FRS 第 102 号は、PBE の会計に係る問題のなかには企業会計と共通して適

用しうるものが含まれることから、別途独立した PBE 向けの会計基準の設定は選択され

ることなく、PBE の特定の要求は補足的な基準として FRS 第 102 号の独立した章

（chapter）のなかに組み込まれ9、総体として英国 GAAP を形成することとなった。特に

PBE に求められる特有の会計処理に係る規定については、FRS 第 102 号における「特殊

な活動」（Specialized Activities）の領域として構成され、例えば非交換取引による収益の

会計、PBE に係る企業結合、コンセッション・ローン等が網羅されている。 
英国においては PBE の非商業的取引（non-commercial transactions）をこれまで会計

基準のなかで明示的に扱ってこなかった。これに代わってその会計上の取扱いについては、

PBE に属するサブ・セクターごとに SORP を設定し、提供されてきた。その意味で、前

述の JICPA によるプローチの類型に従えば、英国においては企業会計から独立した非営利

組織向けの「会計基準」は存在しておらず、企業会計と PBE の会計は FRS 第 102 号にお

                                                  
7 PBE は、その主たる目的が投資者に対して経済的利益をもたらすことではない点で共

通しているが、社会全体の利益のために存在することを必ずしも意味しない。主として利

益動機をもたないこと、資金の余剰を意図した活動は否定されないこと、しかしその構成

員に直接的かつ比例的に配当または経済的便益を提供することを目的とする組織は含まれ

ない。PBE は当該組織の主たる目的に基づいて評価されることになり、結果として該当す

る広範な組織が網羅されることになる（Deloitte [2015] paras.34.5.6-5.7）。 
8 PBE、とりわけチャリティの会計を財務報告制度の枠組みにいかに位置づけるかに係る

課題および FRS 第 102 号の公表に至る経緯については、古庄 [2014] 39-40 頁を参照。 
9 PBE の会計に係る要求の多くは、FRS 第 102 号の第 34 章に配置されている。規定の先

頭部分に PBE を付して区別されており、当該規定は PBE にのみ適用される。なお、歴史

的遺産（heritage assets）の会計やファンディング・コミットメント等に係る会計処理は

営利企業にも適用し得る規定として第 34 章に配置されている。 
  

 

点である企業会計との関係に焦点を絞り4、英国チャリティの財務報告制度の形成に係る経

路依存性を踏まえてその「現在」を概説することにより、JICPA が提唱する「会計枠組み

構築」の在り方について考察の手がかりを得たい。 
２ FRS 第 102 号と公益目的事業体の会計 

英国においては、2012 年 11 月に英国およびアイルランドにおける新たな財務報告制度

の枠組みの全体像を規定する FRS 第 100 号「財務報告基準の適用」、および EU 版 IFRS
に基づく認識と測定について適格事業体5に対する開示減免の詳細を規定した FRS 第 101
号「開示減免の枠組み」が公表された。また、2012 年 3 月に国際会計基準審議会（IASB）

が設定した中小企業版 IFRS、すなわち IFRS for SMEs を土台として英国会社法との調整

が図られた前述の FRS 第 102 号が、英国 GAAP として公表されている6。 
すなわち、英国では、新たな財務報告制度の枠組みとして、①完全版 EU-IFRS の適用、

②開示減免を伴う完全版 EU-IFRS の適用、 ③FRS 第 102 号に基づく中規模向け財務報

告基準の適用、④開示減免を伴う FRS 第 102 号の適用、そして⑤小規模企業向け財務報

告基準（FRSSE）の適用に区分されることになった。 
本稿が注目する上記第一の論点、すなわち企業会計と非営利組織会計と関係について、

FRC の重要な狙いのひとつは、FRS 第 102 号によって英国 GAAP を単一の財務報告基準

として集約したうえで、英国におけるチャリティを含む PBE に適用される SORP を再構

築するために、FRS 第 102 号をその基礎として適用することが意図されている点にあった。 
チャリティはこのような PBE に分類される典型的な非営利組織のひとつである。 
ここに PBE とは公益目的を有する事業体であり、財務的報酬を得ることなく資金や資

                                                  
4 本稿は、小規模チャリティに適用する会計基準については、その詳細な説明を割愛する

が、概略を述べれば、当初チャリティ SORP は、FRS 第 102 号版 SORP と中小規模エン

ティティの規準に合致するチャリティに適用される FRSSE 版 SORP に分割されたが、

2014 年 7 月のチャリティ SORP の改訂により、FRSSE 版 SORP は廃止されることと

なった。したがって、チャリティ SORP は基本的にすべてのチャリティに対して適用さ

れる単一の枠組みとなっている。FRS 第 102 号において小規模エンティティ（small 
entities）に係る財務諸表の表示および開示に係るセクション 1A が新設されるとともに、

FRS 第 105 号が零細企業（micro entities）の会計基準として設定されているが、チャリ

ティには適用されない。すべてのチャリティは 2016 年 1 月 1 日以後、FRS 第 102 号を

基礎としたチャリティ SORP を適用することになったが、総収入額が 25 万ポンド未満

のチャリティにおいては現金主義に基づく収支計算書の作成が許容される。この点につい

ては改めて検討したい。 
5 適格事業体（qualifying entities）とは、連結財務諸表を作成するグループの最終親会社

および連結対象子会社を意味する。開示減免規定は、連結財務諸表には適用されない。 
6 FRS 第 102 号は IFRS for SMEs そのものではなく、当該基準では容認していない会計

処理方法等を含んでいるため、IFRS との差異が解消していない項目も残されている。 
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FRS 第 105 号が零細企業（micro entities）の会計基準として設定されているが、チャリ

ティには適用されない。すべてのチャリティは 2016 年 1 月 1 日以後、FRS 第 102 号を

基礎としたチャリティ SORP を適用することになったが、総収入額が 25 万ポンド未満

のチャリティにおいては現金主義に基づく収支計算書の作成が許容される。この点につい

ては改めて検討したい。 
5 適格事業体（qualifying entities）とは、連結財務諸表を作成するグループの最終親会社

および連結対象子会社を意味する。開示減免規定は、連結財務諸表には適用されない。 
6 FRS 第 102 号は IFRS for SMEs そのものではなく、当該基準では容認していない会計

処理方法等を含んでいるため、IFRS との差異が解消していない項目も残されている。 
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にあり、またモジュール・アプローチによって SORP を構成している。一般に、特定の機

能を発揮する部分の集合体をモジュールと称するが11、チャリティ SORP は、発生主義

（accrual basis）により財務諸表を作成するすべてのチャリティが準拠すべき 14 のコア・

モジュール、およびすべてのチャリティに適用されないが、より特定の領域をカバーした

4 つのテーマ（selection）に分割された合計 15 のモジュールをその内容とする（以下、

チャリティ SORP の該当規定についてパラグラフ番号を括弧書きで示す）。 
FRS 第 102 号は、PBE に係る最低限の会計処理方法と開示要求のみを規定するにとど

まり、他方で、改訂チャリティ SORP はチャリティが作成すべき主要財務諸表（Accounts）
として12、貸借対照表、財務活動計算書、キャッシュ・フロー計算書の表示方法および注

記事項を網羅している。FRS 第 102 号はあくまでも会計基準であることから、例えばチャ

リティ独自の財務活動計算書（Statement of Financial Activities, SoFA）の様式13、ファ

ンド会計の採用ならびに貸借対象における資金の表示区分等について規定されている。ま

た、財務諸表とともに開示が求められるコーポレート・ガバナンス、目標と諸活動、達成

状況および業績、財務概況（financial review）、さらに公益性報告書（public benefit 
statement）等々の理事による年次報告書（Trustees’ Annual Report）におけるナラティ

ブな開示事項等の特定の要求が、チャリティの財務諸表の利用者に対する高い水準のア

カウンタビリティと透明性を確保することを狙いとして、FRS 第 102 号に追加的にチャ

リティ SORP において網羅されている点にその特徴がある。（par.6）。 
チャリティ SORP は、主として財務諸表の作成および理事者の年次報告書の作成に関与

する関係者を支援するために開発されたものであり、財務諸表の検査・監査（scrutiny）

                                                  
11 経済産業省 [2015] は、日本における年度開示の在り方として、金融商品取引法、会

社法、上場規則に基づく制度開示や任意開示を企業が統合的に行うための方策を提案して

いる。そのための基本的な設計思想として示された考え方が「モジュール型開示システム」

であり、これは開示すべき情報の全体像(一体的・統合的な企業報告の全体)を認識したう

えで、そこから投資家にとって必要な情報の「モジュール（まとまった構成要素）」を切り

出し、適切なタイミングで提供するというものである(畠山 [2015])。 
12 SORP を適用する場合、FRS 第 100 号に従い、チャリティを含む PBE は財務諸表にお

いてSORPのタイトルを表示し、SORPの規定に準拠して当該財務諸表を作成している旨

を表明しなければならない。また、チャリティ SORP において、FRS 第 102 号により明

示的に要求されない、SORP が独自に要求する追加的な開示を区別する場合には「当該

SORP が要求する」のフレーズが用いられている（par.6）。 
13 チャリティ SORP はチャリティの成功と失敗の評価指標として企業会計上の利益概念

から距離を置く。チャリティ法は、チャリティ目的の促進のためにすべてのファンドを利

用することを要求し、したがって損益計算書は財務活動計算書に置き換えられることにな

る。財務活動計算書は、チャリティに利用可能なすべての資源をひとつに集約し、当該資

源をチャリティ目的のためにどのように利用したかを表示する計算書である。 
  

 

いて統合され、PBE の特定の要求も FRS 第 102 号のなかに組み込まれることになった。 
この点について、SORP 間の首尾一貫性を確保するために 2007 年に PBE の会計に係る

概念フレームワークとして原則書（Statement of Principles）が、企業会計に係る概念フ

レームワークとは別途公表されており、当該原則書に基づく「解釈」に従って、FRC は財

務報告目的や想定する利用者について企業会計の考え方を実質的に修正している（日本公

認会計士協会 [2013] 14 頁）。 
以下に概説するように、チャリティSORP は、3つのPBE向け SORPのひとつであり、

FRC により承認された共同 SORP 設定主体（joint SORP-making body）としての役割を

担うチャリティ委員会（Charity Commission）およびスコットランドチャリティ規制当

局（OSCR）10が公表したものである。チャリティ SORP は、FRS 第 102 号の下で財務諸

表を作成し、公表するチャリティに対して、当該会計基準および法的要求を具体的に実務

に適用するための指針（guidance）としてその役割を果たすことになる。 
３ モジュールによって構成されるチャリティ SORP 

（１）SORP の性格 

前述のように、英国において会計基準は企業会計と非営利組織（英国では PBE）の会計

に共通して単一の会計基準が設定されているが、その基礎となる会計に係る概念フレー

ムワーク―原則書―は別々に公表されており、当該フレームワークに従った「解釈」に基づ

き、サブ・セクターごとに会計基準に係る具体的な適用指針として SORP が設定されている。 
SORP は特定の産業または部門―サブ・セクター―のための会計実務に係る諸勧告

（recommendations）の総称であり、当該サブ・セクターに関連する特定の会計実務に照

らして、現行会計基準である FRS 第 102 号その他の会計・開示上の規定を補足する。SORP
は望ましい会計処理を示すことにより、サブ・セクター内における会計処理の差異を削減

することを狙いとする（Deloitte [2015] par.4-1）。実務指針としての SORP の性格から、

あくまでも FRS 第 102 号および法的要求が SORP に優先する。 
チャリティ SORP はそのひとつであり、今般の FRS第 102 号の公表に伴い、従前の 2005

年チャリティ SORP の改訂が行われ、2015 年 1 月 1 日以後開始する会計年度から適用さ

れている。かかる改訂の主眼は、いわゆる“think small first” アプローチを採用すること

                                                  
10 SORP は、FRC により発行されるのではなく、SORP の設定主体として各産業または

業界団体等により発言権が与えられている。FRC の「SORP―方針と実務規範―」は 2013
年に改訂されており、SORP の設定主体に権威を付与する手続きを詳述し、FRC の役割

を説明している。FRC 内の会計評議会（accounting council）に設置された PBE 会計委員

会の役割は、理事会に対してサブ・セクターごとの SORP の確認に係る助言を行うこと

にある（日本公認会計士協会 [2013] 15 頁）。 
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にあり、またモジュール・アプローチによって SORP を構成している。一般に、特定の機

能を発揮する部分の集合体をモジュールと称するが11、チャリティ SORP は、発生主義

（accrual basis）により財務諸表を作成するすべてのチャリティが準拠すべき 14 のコア・

モジュール、およびすべてのチャリティに適用されないが、より特定の領域をカバーした

4 つのテーマ（selection）に分割された合計 15 のモジュールをその内容とする（以下、

チャリティ SORP の該当規定についてパラグラフ番号を括弧書きで示す）。 
FRS 第 102 号は、PBE に係る最低限の会計処理方法と開示要求のみを規定するにとど

まり、他方で、改訂チャリティ SORP はチャリティが作成すべき主要財務諸表（Accounts）
として12、貸借対照表、財務活動計算書、キャッシュ・フロー計算書の表示方法および注

記事項を網羅している。FRS 第 102 号はあくまでも会計基準であることから、例えばチャ

リティ独自の財務活動計算書（Statement of Financial Activities, SoFA）の様式13、ファ

ンド会計の採用ならびに貸借対象における資金の表示区分等について規定されている。ま

た、財務諸表とともに開示が求められるコーポレート・ガバナンス、目標と諸活動、達成

状況および業績、財務概況（financial review）、さらに公益性報告書（public benefit 
statement）等々の理事による年次報告書（Trustees’ Annual Report）におけるナラティ

ブな開示事項等の特定の要求が、チャリティの財務諸表の利用者に対する高い水準のア

カウンタビリティと透明性を確保することを狙いとして、FRS 第 102 号に追加的にチャ

リティ SORP において網羅されている点にその特徴がある。（par.6）。 
チャリティ SORP は、主として財務諸表の作成および理事者の年次報告書の作成に関与

する関係者を支援するために開発されたものであり、財務諸表の検査・監査（scrutiny）

                                                  
11 経済産業省 [2015] は、日本における年度開示の在り方として、金融商品取引法、会

社法、上場規則に基づく制度開示や任意開示を企業が統合的に行うための方策を提案して

いる。そのための基本的な設計思想として示された考え方が「モジュール型開示システム」

であり、これは開示すべき情報の全体像(一体的・統合的な企業報告の全体)を認識したう

えで、そこから投資家にとって必要な情報の「モジュール（まとまった構成要素）」を切り

出し、適切なタイミングで提供するというものである(畠山 [2015])。 
12 SORP を適用する場合、FRS 第 100 号に従い、チャリティを含む PBE は財務諸表にお

いてSORPのタイトルを表示し、SORPの規定に準拠して当該財務諸表を作成している旨

を表明しなければならない。また、チャリティ SORP において、FRS 第 102 号により明

示的に要求されない、SORP が独自に要求する追加的な開示を区別する場合には「当該

SORP が要求する」のフレーズが用いられている（par.6）。 
13 チャリティ SORP はチャリティの成功と失敗の評価指標として企業会計上の利益概念

から距離を置く。チャリティ法は、チャリティ目的の促進のためにすべてのファンドを利

用することを要求し、したがって損益計算書は財務活動計算書に置き換えられることにな

る。財務活動計算書は、チャリティに利用可能なすべての資源をひとつに集約し、当該資

源をチャリティ目的のためにどのように利用したかを表示する計算書である。 
  

 

いて統合され、PBE の特定の要求も FRS 第 102 号のなかに組み込まれることになった。 
この点について、SORP 間の首尾一貫性を確保するために 2007 年に PBE の会計に係る

概念フレームワークとして原則書（Statement of Principles）が、企業会計に係る概念フ

レームワークとは別途公表されており、当該原則書に基づく「解釈」に従って、FRC は財

務報告目的や想定する利用者について企業会計の考え方を実質的に修正している（日本公

認会計士協会 [2013] 14 頁）。 
以下に概説するように、チャリティSORP は、3つのPBE向け SORPのひとつであり、

FRC により承認された共同 SORP 設定主体（joint SORP-making body）としての役割を

担うチャリティ委員会（Charity Commission）およびスコットランドチャリティ規制当

局（OSCR）10が公表したものである。チャリティ SORP は、FRS 第 102 号の下で財務諸

表を作成し、公表するチャリティに対して、当該会計基準および法的要求を具体的に実務

に適用するための指針（guidance）としてその役割を果たすことになる。 
３ モジュールによって構成されるチャリティ SORP 

（１）SORP の性格 

前述のように、英国において会計基準は企業会計と非営利組織（英国では PBE）の会計

に共通して単一の会計基準が設定されているが、その基礎となる会計に係る概念フレー

ムワーク―原則書―は別々に公表されており、当該フレームワークに従った「解釈」に基づ

き、サブ・セクターごとに会計基準に係る具体的な適用指針として SORP が設定されている。 
SORP は特定の産業または部門―サブ・セクター―のための会計実務に係る諸勧告

（recommendations）の総称であり、当該サブ・セクターに関連する特定の会計実務に照

らして、現行会計基準である FRS 第 102 号その他の会計・開示上の規定を補足する。SORP
は望ましい会計処理を示すことにより、サブ・セクター内における会計処理の差異を削減

することを狙いとする（Deloitte [2015] par.4-1）。実務指針としての SORP の性格から、

あくまでも FRS 第 102 号および法的要求が SORP に優先する。 
チャリティ SORP はそのひとつであり、今般の FRS第 102 号の公表に伴い、従前の 2005

年チャリティ SORP の改訂が行われ、2015 年 1 月 1 日以後開始する会計年度から適用さ

れている。かかる改訂の主眼は、いわゆる“think small first” アプローチを採用すること

                                                  
10 SORP は、FRC により発行されるのではなく、SORP の設定主体として各産業または

業界団体等により発言権が与えられている。FRC の「SORP―方針と実務規範―」は 2013
年に改訂されており、SORP の設定主体に権威を付与する手続きを詳述し、FRC の役割

を説明している。FRC 内の会計評議会（accounting council）に設置された PBE 会計委員

会の役割は、理事会に対してサブ・セクターごとの SORP の確認に係る助言を行うこと

にある（日本公認会計士協会 [2013] 15 頁）。 
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ないことを明示している（par.17）。これに該当するチャリティは別途、収支計算書および

理事者の年次報告書の様式と内容に係る各法域の規制上の要求を参照すべきことを指示

している。したがって、チャリティ SORP は英国 GAAP としての FRS 第 102 号の下で、

大規模チャリティに対して強制され、小規模チャリティにとっては当該チャリティ SORP
の勧告に従って任意に適用されるものと解釈し得るであろう。 

前述のようにチャリティ SORP は、モジュール・アプローチを採用しており、以下のよ

うにすべてのチャリティに適用される前述の 14 のコア・モジュールが列挙されている。 
【コア・モジュール】 
・理事者の年次報告書 
・ファンド会計 
・見積もりおよび誤謬の修正を含む会計基準、会計方針、諸概念および諸原則 
・財務活動計算書 
・遺贈、補助金および契約上の収益を含む収益の認識 
・ボランティアを含む現物給付、設備能力およびサービス 
・支出の認識 
・財務活動計算書における活動別原価配分の方法 
・理事ならびにスタッフ報酬、関連当事者およびその他の取引の開示 
・貸借対照表 
・金融資産および金融負債の会計 
・資産の減損 
・後発事象 
・キャッシュ・フロー計算書 

また、当該コア・モジュールを補足して、①特定の取引のタイプに着手するとき、②特

定の方法により資産および負債を認識・測定または開示する必要があるとき、③特定の投

資形態を有するとき、④特定の法的形態またはグループ構造を採用するとき等、状況に応

じて選択的に適用される 15 の独立性の高い追加的モジュールから構成される（par.27）。
財務諸表を作成する際には、チャリティはその取引、資産および負債に適用するチャリテ

ィ SORP の諸勧告のすべてを識別していることを確保するために、モジュールのインデッ

クスに言及しなければならない（par.28）15。 
                                                  
15 今般のチャリティ SORP の改訂点のひとつとして、SORP の諸勧告について、「must」・
「should」・「may」の用語が区別して使用されている点を挙げている。すなわち、「must」
は、強制適用を、「should」は最善慣行として勧告するが、適用の義務はないことを、そし

て「may」は選択適用が認められることをそれぞれ意味している（paras.33-35）。  
  

 

に関与、または会計基準の適用について助言を行うチャリティの監査人（auditor）、独立

検査人（independent examiners）および会計実務家にも関連している（par.8）。また、

SORP の利用者には当該 SORP を通じて会計上の諸概念、原則および用語等を熟知し、会

計実務に合理的な知識を有することが期待される（par.9）。 
 
（２）チャリティ SORP の目的、適用範囲および構成 

チャリティ SORP の諸勧告は、以下の諸目的を達成することを意図している（par.10）。 
①チャリティによる財務報告の質の改善 
②財務諸表に表示される情報の目的適合性、比較可能性および理解可能性の向上 
③チャリティおよびセクター特有の取引に対する会計基準およびその適用に係る説明およ

び解釈等の提供 

④理事者の年次報告書および財務諸表の作成に責任を負う関係者の支援 
チャリティ SORP は、理事者の年次報告書および財務諸表の目的は、チャリティ目的フ

ァンド（charitable funds）に係る理事の受託責任（stewardship）およびマネジメントを

評価し、また財務諸表の利用者におけるチャリティに関連した経済的意思決定を支援する

ために、チャリティの財務業績および財政状態に関する情報を広範な利害関係者

（stakeholders）に対して提供することにあると説明している(par.11)。そこでは、チャリ

ティの過去、現在ならびに潜在的な資金提供者、寄付者および財務的支援者が当該報告書

および財務諸表に網羅される財務情報の主な利用者（audience）であるが、当該情報への

関心はチャリティのサービスの利用者その他の受益者にも拡張されうる（par.12）として、

当該報告書および財務諸表を通じて、チャリティに提供された資源（resources）がどのよ

うに利用され、その活動の結果として何が達成されたのかを利用者が理解し得るように、

法的形式を超えて支援すべきことを推奨している（par.13）。 
チャリティ SORP は、法規制において設定された代替的な報告枠組みを除き、当該 SORP 

の会計上の勧告（accounting recommendations）についてはその規模に拘らず、チャリテ

ィの財政状態および財務活動について真実かつ公正な概観（true and fair view）を提供す

るために発生主義に基づく財務諸表を作成するすべてのチャリティに適用されることに

なる（par.14）14。だが、チャリティ SORP は、その会計上の勧告については現金主義に

基づく収支計算書（Receipts and Payments Accounts）を作成するチャリティには適用し

                                                  
14 SORP を適用するチャリティは、例えば会社法の要求に従うことが求められるチャリ

ティ・カンパニーのように、組織形態に基づく特定の規制または法的要求に合致する必要

がある（par.16）。 
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チャリティの特性等を反映した異なる取扱いを許容している。特に、ファンド会計あるい

はナラティブ報告のような営利企業とは区別されるチャリティの特性に基づく会計上の

論点や財務諸表の表示方法については、PBE の会計に係る概念フレームワークをその基礎

として、実務上の便宜を考慮した取り扱いを整備してきたものと考えられる。このことは、

英国における PBE の多様性に対応するための工夫として捉えることもできるであろう。 
翻って、現在の日本の公益法人制度は英国のチャリティ制度の枠組みに影響を受けたと

の説明もあるが、財務報告制度に限って言えば、会計実務指針としての性格を有し、FRS
第 102 号との多数の相互参照箇所を含んでいるチャリティ SORP を単独で「会計基準」と

して説明してよいかという点も含めて、日英間にはその制度構造に大きな相違があり、

JICPA が想定する「モデル会計基準」の設定に向けて想定し得る道程とも異なっているよ

うに思われる。 
英国の財務報告制度は、営利企業と非営利組織に共通の会計基準を設定したうえでチャ

リティ SORP が会計実務指針として連係するトップダウンの階層的な構造として説明し

うる一方で、いわゆる“think small first” アプローチを採用した点を強調するならば、少

なくとも実務上は小規模チャリティを前提とした現金主義ベースの財務諸表（収支計算書

および財産目録に相当する簡易な資産・負債表）の作成をあらかじめ許容したうえで、

チャリティ SORP は主として一定規模以上のチャリティ向け会計指針として説明するこ

とも可能である。この点を日本の制度設計においてどのように捉えて評価するかが今後の

「会計枠組み構築」の課題となると考えられる。 
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Ⅲ おわりに 

本稿は、JICPA が提唱する「モデル会計基準」の行方を見据えながら、英国の非営利組

織に係る財務報告制度の現在について考察した。 
JICPA によれば、米国やフランスと同様に、英国では「企業会計基準に一定の修正また

は追加を施すことによって、企業会計との整合性を取りつつ固有の特性を反映した会計枠

組みが構築されている」（日本公認会計士協会［2013］i 頁）が、チャリティを含む「非営

利組織向けの会計基準は設定されていない」（日本公認会計士協会［2013］14 頁）。本稿

は、このような英国チャリティの財務報告制度を企業会計との相互関係に注目して、その

制度構造を概念フレームワーク―会計基準―非営利組織(PBE)会計―会計実務指針(チャ

リティ SORP)の階層的な構造として捉えて説明した。 
 前掲の拙稿は、英国の財務報告制度の形成において IFRS とどのように向き合ったのか、

特に PBE 会計の位置づけをめぐる問題を強調したが、当時まだ公表されていなかった

チャリティ SORP についてはいくつかの課題を指摘するにとどまった。 
英国の会計基準を理解するうえで重要な特徴のひとつは、FRS 第 102 号は中小企業版

IFRS である IFRS for SMEs に基づいて設定されたものであるが、「それは土台としての

フレームワークを借りたものであり、そのアドプションや UK 版 IFRS の設定を意図した

ものではない」という点にある（篠原 [2015] 134 頁）16。換言すれば、英国会計基準は IFRS 
for SMEs をベースに設定されているが、英国会社法との整合性が図られる等の修正を加

えた結果として、英国内のいわばローカル会計基準となっている。 
また、もうひとつの特徴は、英国においては、FRS 第 102 号により英国 GAAP を単一

の財務報告基準として集約するとともに、チャリティに適用される SORP についてもこれ

を基礎として改訂し、FRS 第 102 号のなかに PBE の会計が包含されるかたちで営利企業

と非営利組織の会計が連係することを意図した点にある。FRS 第 102 号は、PBE 向け会

計基準もその共通性を強調して組み込んだ、あくまでも単一の会計基準であり、別途、当

該会計基準を補足する会計実務指針としてチャリティ SORP との整合性が確保されてい

る。そこでは、全体として一定の整合性を確保した会計枠組みを構築しつつ、部分的には

                                                  
16 篠原[2015]は、FRS 第 102 号について、「現状に即して簡潔で透明化された理解可能

な基準として作成されたものであり、内容的に IFRS とのコンバージェンスをその目的と

はせず、会社法との首尾一貫性を大きな目的の一つとしたものである」として、英国にお

いては、「GAAP 見直しの過程で UK GAAP を IFRS にとって替えるという方針が打ち出

されたこともあるが、次第に実情に即した独自の考え方による基準設定という方向性に転

換していった」と説明している 134 頁）。このような指摘はチャリティ SORP の性格を理

解し、またその前提となる FRS 第 102 号との関係を理解するうえでも重要である。 
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第 3 章 

 

企業会計と非営利会計の統合にむけて 

―共益三元簿記の構想と背景― 
佐藤倫正（愛知学院大学） 

Ⅰ はじめに 

企業会計と非営利会計を統合する初の概念フレームワークは、ハーバード大の R.N.アン

ソニー教授によって 1983 年と 1984 年に示された（Anthony [1983][1984]）。アンソニー

は、両会計を、旧来の資本主説（P 説）から企業主体説（E 説）に移行することによって

統合しようとした。ところが、同じ頃、財務会計基準審議会（FASB）も、企業会計と非営

利会計をカバーする概念フレームワークを公表したが、資本主説（P 説）を維持したまま

だった。どちらの立場が正しかったのか、それから 30 年が経過し、そろそろ結論が出せる

時期が来ている。 
さらに現代の会計として考慮すべきは、キャッシュフロー計算書の位置づけである。ア

ンソニーと FASB が概念フレームワークを検討した頃は、キャッシュフロー計算書ではな

く、財政状態変動表が第三の財務諸表であった。その後、FASB は 1987 年にキャッシュ

フロー計算書を基本財務諸表とした。アンソニーも 1989 年にキャッシュフロー計算書の

必要性を認めた（Anthony [1989]）。ところが、FASB もアンソニーも、そのための会計シ

ステム（複式簿記）は論じなかった。 
アメリカでは、日本のようなキャッシュフロー計算書を含む勘定理論は発展しなかった。

日本では、染谷［1956］が世界に先がけて画期的な簿記構造を提唱し、その後、佐藤 [1994a]、
佐藤 [1994b] によって、FASB が理想形とするキャッシュフロー計算書を作り出す簿記構

造が提示された。さらにその 4 ヵ月後に、佐藤・向山 [1994] によって、それが非営利組

織にも適用されることが示唆された。つまりこれは、会計主体論からアプローチしたアン

ソニーとは異なる、資金会計という視点から、企業会計と非営利会計を統合する簿記シス

テムからの工夫であった。 
そこで、本稿では、①アンソニーが企てた企業主体説（E 説）による企業会計と非営利

会計の統合と、②筆者が企てた資金会計システムによる両会計の統合という、二つの異な

る統合のアプローチを、さらに結びつけることによって、より一般的な会計統合の構想が

可能となることを明らかにする。それが共益三元簿記の構想である。 
この企業会計と非営利会計の統合という問題は、じつは慣習的な複式簿記の根本問題を

解決することが必要となる。すなわち、企業会計と非営利会計の統合に関しては、①基礎
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示した。 
それでも、2010 年には、この方向に向かう姿勢を示す微妙な表現が採用されていた。

2010 年 9 月に、フレームワークの上位階層にあたる「財務報告の目的」と「財務情報の質

的特性」が完成した（IASB [2010b]）。ここに二つの新機軸は反映されていた。ところが異

変が起きた。2012 年 9 月に、公式の説明のないまま共同作業が終了して、別々に残りの階

層の完成を目指すことになった。会計の世界統一は容易ではない。 
 

３ 最近の動向 

 その後、IASB が 2013 年 7 月に公表した「討議資料」では「キャッシュフロー」が財務

諸表の構成要素とされたが（IASB [2013]）、2015 年 5 月の「公開草案」では構成要素か

ら外された（IASB [2015]）。直接法キャッシュフロー計算書について腰が引けてきたよう

に見える。ただし企業主体説（E 説）を守ろうとする立場は保持している。 
 一方 FASB は、2015 年 4 月に、非営利法人会計の旧基準（第 117 号）を改訂する「公

開草案」を出して（FASB [2015]）、直接法キャッシュフロー計算書への移行を提案した 2。

米国の概念フレームワークは非営利会計もカバーしているので、この基準変更はフレーム

ワークと連動する。 
この国際会計の新動向は、一見、日本に難しい選択を迫るが、チャンスでもあろう。

両方に対応しておけば世界をリードすることができる。IASB と FASB は、1973 年にデ

ラウェア州で設立された兄弟組織なので、また仲直りするだろう。それに備えておくのが

最善と思われる。その対策が共益三元簿記の構想である。 
 
Ⅲ 共益三元簿記の構想 

１ 共益三元簿記 

 共益三元簿記は、次の 2 つの会計思考が結合したものである。 
第 1 はアンソニー教授が提示した企業主体説（E 説）である。「共益」という用語は、か

つて筆者が 2009 年に「共益資本主義の会計モデル」というタイトルでアンソニー・モデ

ルを紹介したことに由来する 3。この場合の共益は、ステークホルダー（利害共有者）の利

益に資するという意味が込められている。アンソニー・モデルについては後で概説する。 
第 2 は、筆者が 1994 年 1 月に発表した「資金勘定組織」である。これは後に英文で

                                                  
2 金子 [2016] にその紹介がなされている。  
3 佐藤 [2009a] と佐藤 [2009b] で、二つの資本主義にからめて二つの会計主体論を対比

した。また、Satoh [2009] で英文で海外発表された。 
  

 

概念のレベル、②基準のレベル、③複式簿記（計算構造）のレベル、の三つの階層で考え

る必要がある。 
 
Ⅱ 国際会計の動向 

まずここで、共益三元簿記の構想が必要とされる制度的背景を明らかにしておく。その

背景とは、IASB と FASB が 20 世紀に作っていた旧フレームワークを見直して、21 世紀

の会計ヴィジョンを明らかにしたことである。新旧のフレームワークの間には、1991 年の

ソ連崩壊と 2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロがあった。 
 

１ 旧フレームワークの見直し 

21 世紀になって、国際会計基準委員会（IASC）は IASB に組織変えをして、FASB と

ともに双方の旧概念フレームワークの見直しに着手した。ロンドンの IASB は、2004 年か

ら、米国の FASB と共同で新概念フレームワークづくりに着手した（IASB [2004]）。国際

会計基準（IFRS）を核にした会計基準の世界統一のためには、その上位にある基本的前提

や基礎概念の体系を欧米で統一しておく必要があった。 
その際、両審議会は、①キャッシュフロー計算書の位置づけと、②資本主説（P 説）か

ら企業主体説（E 説）への移行を審議した。その理由は、旧フレームワークが作成された

頃は、キャッシュフロー計算書は主要財務諸表でなかったからであり、また、所有と経営

が分離した現代の大企業に、旧来の資本主説（P 説）が妥当しないことが明らかにされて

いたからである。 
 

２ 新概念フレームワーク 

2008 年に二つの新機軸が打ち出された。第 1 は、同年 5 月の新フレームワークの「公

開草案」で、旧来の資本主説（P 説）から企業主体説（E 説）への移行を決めたこと（IASB 
[2008a]）。これは株主中心の利益至上主義を抑制する。第 2 は、同年 10 月の「財務諸表の

表示に関する予備的見解」で、旧来の間接法のキャッシュフロー計算書を止めて直接法に

する提案であった（IASB [2008b]）。これは会計不正を抑制する。東芝の会計不正を見ても

分かることだが、貸借対照表と損益計算書は容易に操作できる。ところがキャッシュフ

ロー計算書までは操作が難しい。そこで三つの財務諸表を連携して表示することは有効な

不正対応策になる 1。 
しかしこの 2 つの提案に対して、各国の反応は芳しいものではなかった。日本も抵抗を

                                                  
1 この点については佐藤 [2006] を参照いただければ幸いである。 
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1 この点については佐藤 [2006] を参照いただければ幸いである。 
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 FASB[1987]が理想としていたキャッシュフロー計算書というのは、本体を直接法表示

にして、それに「利益と営業キャッシュフロー（CFO）の調整表」を添付するというもの

であった。三元複式簿記は、この FASB の要請に合わせて開発したものだった。直接法の

キャッシュフロー計算書の本体だけなら、染谷 [1956] が対応していた。FASB は利益と

CFO の調整情報も求めている。そのようなキャッシュフロー計算書は次のような様式にな

る。 
 

望ましいキャッシュフロー計算書 
 

 
 

ただし、FASB が当面は間接法でもよいとしていたため、IAS 第 7 号のキャッシュフ

ロー計算書は、単に、直接法でも間接法でもよいとしていた（IASC [1992]）。日本もそれ

に追随していた。 
 ところが、21 世紀になって IASB と FASB の合同委員会は、これらを見直して、2008
年に理想形のみを提案し（IASB [2008b]）、2010 年の『公開草案』IFRS X でも、その立

場を維持しているのである（IASB [2010a]）。三元複式簿記の存在を前提にしないと、その

ような提案はできないであろう。日本の三元複式簿記がバタフライ・エフェクトを起こし

て、Miller and Bahnson [2002] および Broome [2004] に引き継がれて国際展開した可能

性があるが、それについては佐藤 [2012a] を見られたい。 
 
３ 企業主体説 

 次に、第 1 のアンソニーの企業主体説（E 説）であるが、その特徴は、配当を費用とし

  
 

「Three Dimensional Double-Entry Accounting System」として発表されたので（Satoh 
[2000]）、その頭文字をとって「3DAS」と略記している。最近では「三元複式簿記」とい

う名称を用いている。 
 

２ 三元複式簿記 

 先に、第 2 の三元複式簿記の方をもう少し詳しく説明しておく。その構想が可能である

ことは佐藤［1993］の 150 頁で示唆されていたが、「資金勘定組織」として具体例が発表

されたのは 1994 年であった。複数のルートで発表され（佐藤 [1994a]、佐藤 [1994b]、佐

藤・向山 [1994]）、その年の 12 月には、安平教授による紹介と論評もあった 4。三元複式

簿記の理念は次のとおりである。 
 

慣習的な複式簿記は、資本主説（P 説）にもとづいており、キャッシュフロー計算書は

導出できない仕組みになっている。資本主説は、資産（A）から負債（L）を差し引いて資

本（C）を求め、収益（R）から費用（E）を差し引いた純利益（P）が、期中の資本（C）

の増加となって、期末の資本等式（A－L＝C）の貸借一致を確認するという仕組みである。

そのため、A．L．C の 3 要素から貸借対照表を、R と E の 2 要素から損益計算書を導く

が、キャッシュフロー計算書を作成するための要素（収支の明細勘定と、資産・負債・資

本の増減明細勘定）が組み込まれていないため、キャッシュフロー計算書が導けない。そ

のため、財務三表時代には、新しい工夫が必要となる。その工夫は日本で展開された。そ

の詳細については佐藤 [2012b] を参照いただければ幸いである。これによって 1987 年の

FASB 基準書第 95 号が理想としたキャッシュフロー計算書を作成することができる。そ

のイメージ図は次のとおりである。 
 

佐藤型三元簿記の構造 

 

                                                  
4 安平 [1994] で論評された。その考察については佐藤 [2012b] を参照されたい。 
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 FASB[1987]が理想としていたキャッシュフロー計算書というのは、本体を直接法表示
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介させていただく。この点において、日本の研究は世界に比べて遅れていることはなく、

相当進んでいた可能性すらある。 
 
１ 資金勘定組織の第三セクターへの適用（1994 年） 

先にも述べたとおり、1987 年の FASB の基準書第 95 号のキャッシュフロー計算書に対

応する三元複式簿記すなわち「資金勘定組織」は、1994 年に日本で複数のルートで発表さ

れた。この勘定組織が米国の企業会計に適用されることは明らかだったが、英語のワーキ

ング・ペーパーは 1998 年にコロラド大学ボールダー校で作成し、その後、Satoh [2000] 
にしておいた。1994 年当時は、海外発信よりは、日本の非営利組織への適用可能性が気に

なっていた。企業会計と非営利会計を統合する Anthony [1984] を翻訳出版しており、佐

藤 [1994a、1994b] をもとに、その非営利組織への適用可能性を示唆しておいた。佐藤 
[1994a] [1994b] の三元複式簿記のイメージ図は先に示したとおりである。これが第三セ

クターに適用できると考えた。 
染谷教授が 1956 年に提示した「資金会計組織」は、佐藤の「三元複式簿記」の資産と負

債と資本の変動（△A、△L、△C）の要素が閉じられているので、収支計算書は導出でき

ても、「利益と CFO の調整表」は作成できないため、FASB の要求には対応できない。 
その成果が佐藤・向山 [1994] である。三元複式簿記が非営利組織に有効であることを

示そうとしたのだが、非営利会計は企業主体説（E 説）で実行されるので、この成果は、

図らずも共益三元簿記を志向していたことになる。 
 
２ 新会計システムに関するスタディーグループ研究（2003 年） 

 営利会計と非営利会計を共益三元簿記の立場から統合しようとする日本での最初の明示

的な試みは、日本会計研究学会に設置されたスタディーグループ（郡司委員会［2001 年 9
月～2003 年 9 月］）においてなされた 5。それは、慣習的な企業会計にとらわれないで、

「新会計システム」を構想しながら、企業会計と非営利会計を統合しようとする企てで

あった。上記の論文もあって、筆者は、資金会計の立場からこの研究に誘われた。 
この日本会計研究学会のスタディーグループ（主査・郡司健、2001 年～2003 年）は、

「現代会計構造の研究―新会計システムの構築にむけて―」を課題にして、2003 年 9 月

に『最終報告書』を提出した。 
 メンバーは総勢 17 人で、郡司健（ドイツ研究）、菊谷正人（イギリス研究）、高須教夫

                                                  
5 このことについては『地域分析』第 55 巻第 1 号（2016 年 9 月）の［資料］において

詳説した。ご高覧いただければ幸いである。 
  

 

て、それに発生主義会計を適用することにある。その損益計算構造と貸借対照表構造は次

図のようになる。 
 

 

 

 
アンソニーの企業主体モデル（Ｅ説） 

 
現行の会計では留保利益がすべて株主資本になるが、アンソニー・モデルでは、留保利

益の一部が主体の持分になる。現行会計に比べて株主の権利が制限されることになる。た

だし、留保利益を株主持分と主体持分に分けることによって、企業によって拘束されてい

る資本（株主持分）と拘束されていない資本（主体持分）に分けることになる。この分別

経理によって「日本企業が貯め込んだ留保利益 360 兆円は誰のものか」という問題が解決

されうる。 
これが非営利会計の貸借対照表における純資産の区分に対応して、営利会計と非営利会

計の統合に資することになる。資本的な寄付は収益ではないというアンソニーの主張は、

この企業主体説から出てくるのであって、収益費用観（RE 観）や、資産負債観（AL 観）

という会計観から出てくるのではないと思われる。 
 
Ⅳ 統合会計研究の萌芽 

 企業会計と非営利会計の統合に関して、アンソニーの企業主体説による統合と筆者の資

金勘定組織による統合を結合しようとする試みは、じつは本稿が最初ではない。 
以下では、1994 年と 2003 年の日本における資金会計と企業主体理論の統合の流れを紹
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も有効であることを論じた。また、資本法の損益計算を資金的に解釈することを試みた。 
 
３ 逆行する動き 

ちょうど同じ頃、これとは逆のタイプの統合会計が検討されていたのだが、当時は、そ

のことに気づいていなかった。逆のタイプの統合というのは、当時のアメリカ企業会計を

先進的なものと考えてか、FASB [1993] の基準書第 117 号を範にとって、貸借対照表と損

益計算書と間接法のキャッシュフロー計算書を一組の財務諸表とし、慣習的な二元複式簿

記を非営利会計（公益法人会計）に導入しようとする動きであった。 
 2004 年には、こちらの方が制度化されてしまい、先駆的な研究が陽の目を見なかったの

は残念であった。会計の進化と逆方向に実務が動いたことに意外な感じを持ったのを記憶

している。 
 「なぜ大切な収支計算書を内部資料にして奥に隠したのか」と、学会の懇親会などで関

係者に尋ねると「ひとまず公益法人に損益の概念を導入して、効率に無頓着な組織を淘汰

するため」という返事で、過渡的な措置ということで納得していた。 
非営利組織には、企業における株主のような配当を要求する存在がないため、企業主体

説（E 説）のみが妥当する。そのため、企業会計と非営利会計を統合するには、企業会計

を現行の資本主説（P 説）から企業主体説（E 説）に移行させ、その上で両会計を統合す

る必要がある。 
 また、非営利会計では、透明性を確保する上で直接法のキャッシュフロー計算書が有益

であり、同様の主張は、近年企業会計でも提案されており、財務三表を一体とした財務報

告に向う方向が見えてきている。先にも述べたが、2015 年になって、FASB が基準書第

117 号を改訂する動きを見せており、日本の公益法人会計も、あるべき姿に戻る時期が近

づいているものと思われる。 
 
Ⅴ 資金会計としての日本の非営利会計 
 ここで、日本の非営利会計の特徴を検討しておこう。もともと日本の非営利法人の会計

は、収支（キャッシュフロー）を重視する資金会計であった。収支計算書が財務諸表体系

に組み込まれていた。つまり、21 世紀の国際会計が目指す方向を体現していた、というこ

とである。 
 
１ 資金会計からの確認 

ここに資金会計とは、資金計算書を主要財務諸表と考える会計を意味する。資金の定義

  
 

（アメリカ研究）、佐藤倫正（アメリカ研究）の 4 人が牽引役であった。高須教授は FASB
の概念フレームワーク、佐藤は、FASB が回避したアンソニーと資金会計の概念フレーム

ワーク、という分担は妥当であったろう。 
この『最終報告書』に、佐藤は、三本の論文を寄稿して、非営利会計において、企業主

体説と三元複式簿記が統合される新会計システムを構想した。これは、企業会計と非営利

会計を統合する会計システム研究の第２弾であった。 
 ところが、この『最終報告書』の若手の論文に引用が不適切とのクレームがついたこと

もあって、結局、この報告書は出版まで至らず、原稿はワーキング・ペーパーのまま埋も

れていた。 
 この報告書は次のような 5 部構成になっていた。 

第一部 概念フレームワークと現代会計構造 
第二部 各国会計制度、会計基準と現代会計構造 
第三部 情報会計と現代会計構造 
第四部 非営利組織体会計と現代会計構造 
課題と展望 

 
 筆者は、第一部の第Ⅴ章に「資金会計の計算構造論―資金観の構想の展開―」（43-53 頁）、

第四部の第Ⅳ章に「非営利法人会計と資金観」（193-196 頁）、課題と展望の第Ⅰ章に、「財

務諸表の連携と三つの会計観―資金観から見た時価会計」（203-209 頁）の三つの論文を寄

稿した。いずれも、資金会計論の研究としては、最新の成果であった。 
 第 1 論文「資金会計の計算構造論―資金観の構想と展開」は、1994 年に発表した三元複

式簿記（当時の名称は「資金会計組織」）が、一取引二仕訳になっていたことから、一取引

一仕訳にしても、三元複式簿記は実行できることを論証したものであった。この論文の存

在については、佐藤［2012a］を執筆したときに付言しておいたので（38 頁）、興味を持た

れた方もおられたかも知れない 6。 
 第 2 論文「非営利法人会計と資金観」は、企業会計と非営利法人会計の統合には、アン

ソニーの企業主体説が有効であり、また会計観としては資金観が有効であることを論じた。 
 第 3 論文「財務諸表の連携と三つの会計観―資金会計から見た時価会計―」は、収益費

用観（RE 観）と資産負債観（AL 観）と資金観（FF 観）の三つを対比して、キャッシュ

フロー計算書を含む財務三表の時代には、資金観が妥当し、それは時価会計が導入されて

                                                  
6 たとえば長谷川［2014、22 頁］は、この第 1 論文の流れの中にあると思われる。ご参

照いただき厚くお礼申し上げる。 
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（アメリカ研究）、佐藤倫正（アメリカ研究）の 4 人が牽引役であった。高須教授は FASB
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一仕訳にしても、三元複式簿記は実行できることを論証したものであった。この論文の存
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6 たとえば長谷川［2014、22 頁］は、この第 1 論文の流れの中にあると思われる。ご参

照いただき厚くお礼申し上げる。 
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「昭和 52 年（1977 年）に制定された「公益法人会計基準」は、世界に誇ってよい日本

独自の資金会計組織をもっていた。それは収支勘定を開いて損益勘定が閉じられた複式簿

記であった。旧公益法人会計はおそらく番場嘉一郎先生の創案であったろう。それが、数

次の改訂を経て現在に至っているのであるが、なかでも平成 16 年の改訂は「企業会計手

法の導入」となる大きな改訂であった。・・・・・・現行の企業会計は慣習的簿記の上に成

り立っている。それは、じつは資本主（あるいは株主）にとって都合のよい計算構造にな

っている。ところが、非営利法人には資本主に該当する存在がない。企業会計をそのまま

非営利法人に適用するのは、誰の立場で会計をするかという会計主体論のレベルでミスマ

ッチを起こしている。会計主体論を明確にしないまま改訂がなされたのではないか。」 
 
注意すべきは、非営利会計は経済主体そのものの立場から行われていることである。そ

こには資本主説（P 説）が入り込んではいけない。企業主体説（E 説）こそ、資本主をも

たない非営利法人に適合する理論である。そして日本の非営利会計はキャッシュフロー計

算書を重視する資金会計である。ということは、何と、日本の非営利会計は、新しい企業

会計モデルに極めて近い構造ということになるではないか。 
このことが理解されると、番場型の資金会計が現代的に改正されて甦る可能性もある。

この詳細については別稿に譲ることにしたい。 
 
Ⅵ むすびにかえて 
 新しい財務報告の形がロンドンの IASB の主導で姿を現そうとしている。それに対応す

る複式簿記が「共益三元簿記」として日本で構想されている。両者が一体になると統合会

計システムが動き出す。 
本稿では、共益三元簿記の概要と、それが登場してくる背景を整理した。もとより、大

きな企てを構想したことは承知している。大学院の頃より長年この研究に取り組んできて

おり、1994 年には資金会計の研究に対して一橋大学より博士号の学位をいただいている。

それをベースにして、1989 年に翻訳出版した Anthony [1984] の企業主体説（E 説）が

IASB と FASB の新概念フレームワークに反映されるようになったことが、この研究の契

機になっている。本稿で引用した文献以外にも多くの先学からの示唆と励ましをいただい

て、ここに至っている。1988 年の 4 月 4 日に大阪のホテルニューオータニでアンソニー

教授とお会いしたとき、教授が示された日本への期待が大きな励みになっている。このこ

とにも、この場をお借りして謝辞を述べさせていただく。 
それにしても、このような研究は、現代社会にとって、どのような意味を持つのか。ま

  
 

は様々に論じられてきたが、現在では、資金は狭義に現金（同等物を含む）と解されてい

る。資金概念の歴史的変遷は佐藤 [1993] で整理されており、今は多様な資金概念を想定

する必要はなく、狭義の「現金概念（同等物を含む）」と「活動区分」を考慮するだけでよ

い。そこで、資金会計とは、キャッシュフロー計算書を主要財務諸表とする会計と解して

よいであろう。 
その場合、先に述べたように直接法のキャッシュフローを理想とする。そして「利益と

CFO の調整表」を添付する。経過的に、間接法も容認してきたものの、あくまで基本は直

接法のキャッシュフロー計算書、すなわち収支計算書である。 
このように捉えると、日本の非営利会計は資金会計である。たとえば、昭和 51 年（1976

年）の社会福祉法人の「経理規定規則」では、収支を明確に捕捉する簿記構造を採用し 7、

その構造を現在も維持している。 
ところが、近年、企業会計の手法が非営利会計に入り込んで置き換わろうとする傾向が

ある。企業会計の分かり易さがこれを後押ししているのであろう。また、非営利法人にも

組織体を維持するだけの利益が必要であることも理解できる。しかし、この傾向になにか

違和感を感じている識者も少なくないのではないか。それは何故だろうか。 
この点につき興津教授は、公益法人会計への企業会計の「導入」を振り返って次のよう

に述べている。 
「公益法人会計基準は、企業会計に適用されている会計基準に非常に類似してきたよう

に思われるが、果たしてこれでよいのであろうか。・・・・・非営利の会計の色彩が失われ

てきているのではないだろうか。失われたものが必ず不必要なものとは言い切れないので

はないだろうか。」（興津 [2009] p. 182） 
 

２ 主体論からの確認 

慣習的簿記は、500 年ほど前に成立した資本主簿記である。それは、資本主説（P 説）

を前提にしている。この資本主説（P 説）では、支払利子は費用だが、配当は利益の分配

になる。つまり、株主資本のコストが認識されない。所有と経営が分離した現代の大企業

には、もはや妥当しないはずだ。さらに、先に述べたように、資本主説（P 説）の複式簿

記はキャッシュフロー計算書を作り出せない構造になっている。 
この点に関して、佐藤 [2013] で次のように論じていた。少し長いが引用しておく。 

                                                  
7 松倉 [2002] は次のように述べている。「第 2 の時代（1976 年から始まる時代―筆者

注）は、鵜沢昌和、土田三千雄、守永誠治三教授（当時）の提案に基づく近代的な社会

福祉法人の会計にふさわしい世界に誇る社会福祉法人の会計システムの時代である。

（60 頁）」 
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「昭和 52 年（1977 年）に制定された「公益法人会計基準」は、世界に誇ってよい日本

独自の資金会計組織をもっていた。それは収支勘定を開いて損益勘定が閉じられた複式簿

記であった。旧公益法人会計はおそらく番場嘉一郎先生の創案であったろう。それが、数

次の改訂を経て現在に至っているのであるが、なかでも平成 16 年の改訂は「企業会計手

法の導入」となる大きな改訂であった。・・・・・・現行の企業会計は慣習的簿記の上に成

り立っている。それは、じつは資本主（あるいは株主）にとって都合のよい計算構造にな

っている。ところが、非営利法人には資本主に該当する存在がない。企業会計をそのまま

非営利法人に適用するのは、誰の立場で会計をするかという会計主体論のレベルでミスマ

ッチを起こしている。会計主体論を明確にしないまま改訂がなされたのではないか。」 
 
注意すべきは、非営利会計は経済主体そのものの立場から行われていることである。そ

こには資本主説（P 説）が入り込んではいけない。企業主体説（E 説）こそ、資本主をも

たない非営利法人に適合する理論である。そして日本の非営利会計はキャッシュフロー計
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教授とお会いしたとき、教授が示された日本への期待が大きな励みになっている。このこ

とにも、この場をお借りして謝辞を述べさせていただく。 
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